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請負代金額の減額変更を請求する場合における建設工事請負契約書

第２５条第５項の運用について

みだしについて、別紙１のとおり土木建築部長から参考送付がありますが当局も同

様に取り扱うこととしたので通知します。

また、運用基準について別紙２のとおり定めたので通知します。

適用日 ： 平成２１年２月２３日











- 1 -

別紙２

平成２１年２月２５日

沖縄県企業局総務企画課

単品スライド条項の減額となる場合の運用基準について

沖縄県企業局では、平成２０年７月１１日以降、価格高騰の著しい鋼材類、燃料油及

びその他材料を対象に 局が発注する工事において 工事請負契約書第２５条第５項 単、 、 （

品スライド条項）のルールを定めて運用してきたところです。

しかし、その後燃料油や一部の鋼材類において価格が下落していることから、減額と

なる場合の単品スライド条項の運用基準を定めました。

１ 対象となる主要な工事材料と対象工事

【主要な工事材料】

・ 鋼材類」 （Ｈ型鋼、異形棒鋼、ダクタイル鋳鉄管、鋼管など）「

・ 燃料油」 （軽油など）「

・ アスファルト類」「

・ その他材料」「

【スライド適用の対象工事】

・適用日現在契約中及び今後契約する工事で、工期が適用日以降の工事。

・実際の搬入時・購入時における各材料の実勢価格を用いて当該工事の請負金額を

再積算した場合に、当初金額よりも１％以上変動していると予想される工事。

・ただし、部分払い済みの工事については、部分払い以外が対象。

２ スライド条項の適用手続

（１）請求時期、契約変更の時期

工期末の２月前までに請求 → 工期末に変更契約

（２）証明書類の提出

甲は、乙が実際に購入した対象材料の価格（数量及び単価 、購入先、搬入・購入）

の時期を証明する書類の提出を求めることができる。

３ スライド額の計算で用いる単価

〔鋼材類〕

現場に搬入された月の実勢価格

（注１）複数回にわけて搬入した場合は、月ごとの搬入数量で加重平均

（注２）実勢価格は、対象材料が現場に搬入された月の物価資料の価格

〔燃料油〕

購入された月の実勢価格

（注１）複数回にわけて購入した場合は、月ごとの購入数量で加重平均
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（注２）月ごとの購入数量が不明の場合は、工期中の各月の平均

（注３）実勢価格は、対象材料を購入した月の翌月の物価資料の価格

〔アスファルト類〕

現場に搬入された月の実勢価格

（注１）複数回にわけて搬入した場合は、月ごとの搬入数量で加重平均

（注２）実勢価格は、対象材料を搬入した月の翌月の物価資料の価格

〔その他材料〕

鋼材類に準ずる

４ スライド額の計算で用いる対象数量

〔鋼材類〕

・設計図書に記載された数量

・また、甲の設計数量の範囲内で加工によるロス分を対象数量とすることができる

・任意仮設に計上されている数量は対象外

〔燃料油〕

・設計図書に記載された数量

・現着単価で設定されている各種資材の運搬や、共通仮設費に含まれる建設機械等の

運搬及び分解・組立に必要な燃料油は対象外

・任意仮設に計上されている数量は対象外

〔アスファルト類〕

・設計図書に記載された数量

・また、甲の設計数量の範囲内で施工によるロス分を対象数量とすることができる

・任意仮設に計上されている数量は対象外

〔その他材料〕

・設計図書に記載された数量

５ スライド額（Ｓ）の計算

【鋼材類】 ｛ 搬入月の実勢価格―設計時点での実勢価格 ｝ × 対象数量

【燃料油】 ｛ 購入月の実勢価格―設計時点での実勢価格 ｝ × 対象数量

【ｱｽﾌｧﾙﾄ類】 ｛ 搬入月の実勢価格―設計時点での実勢価格 ｝ × 対象数量

＋ 【その他材料 ｛ 搬入月の実勢価格―設計時点での実勢価格 ｝ × 対象数量） 】

＋）スライド前の請負代金額の１％相当額

スライド額（Ｓ）

６ 本運用基準の適用施行日

平成２１年２月２３日

７ その他

工期末が平成２１年３月３１日以前である工事についての変更請求は、平成２１年２月

２７日まで


